
かのん介護（株式会社 Accompaniment）身体拘束等の適正化のための指針 

 

１．身体拘束廃止に関する基本的な考え方 

（１）基本的な考え 

身体拘束は利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むもので

ある。利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが

身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施

に努める。また、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その必要性について組織的に検討

した上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要

な事項を記録することとする。 

（２）事業者は身体拘束防止に関し次の方針を定め、すべての従業者に周知徹底する。 

① 身体拘束は行ってはいけない  

② 身体拘束を許容する考え方はしない  

③ ご利用者様の人権を最優先する  

④ やむを得ない場合、利用者・家族に説明を行い身体拘束を行う  

 

２．虐待防止・身体拘束の適正化委員会に関する事項  

事業者は、身体拘束の適正化等を目的として身体拘束の適正化委員会 （以下委員会）を設

置する。  

（１）委員長は管理者とし、虐待防止責任者、サービス提供責任者等で構成する。 また、必

要に応じて第三者の助言を求められることとする。  

（２）委員会は虐待防止委員会と一体的に運営する。  

（３）委員会は定期的（年１回以上）に開催し、次のことを検討・協議する。 また、必要時

には随時開催する。  

① 虐待防止チェックリスト等を活用し、虐待または身体拘束等の兆候がある場合には

慎重に調査し、検討及び対策を講じる。  

② 虐待が発生した場合、その原因を分析し再発防止策を講じる。  

③ 身体拘束等を実施せざるを得ない場合の検討及び手続きを行う。  

（４）委員会を開催した場合、その内容・検討結果を職員に周知徹底する。  

 

３．身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針  

（１）身体拘束等の適正化のための研修は、虐待防止研修の中に身体拘束等の適正化の内容

を盛り込んだ研修を以下の通り実施する。  

＊新規採用時  

＊定期的な研修を年１回以上行う。  

（２）研修内容は委員会で検討するものとし、法改正等を踏まえて必要に応じて内容を変更

する。 また、研修は内部研修・外部研修を問わない。  

 

４．事業所内で身体拘束等行う場合の報告方法等の方策に関する基本方針  

身体拘束等が必要となる事案が発生した場合は、その全ての事案を管理者に報告する。 管



理者は即時に委員会を招集し検討する。  

５．身体拘束等が発生した場合の対応に関する基本方針 身体拘束は行わないことが原則であ

るが、ご利用者様の生命または身体を保護するための措置として 緊急やむを得ず身体拘束

を行う場合は、次の手順にて行う。  

（１）委員会での検討  

① 緊急やむを得ず身体拘束を行う必要が生じた場合は、委員会において「切迫性」

「非代替性」「一時性」の３要件の全てに該当するか確認する。  

② 拘束による利用者の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討する  

③ 身体拘束を行うと判断した場合は、拘束の内容・目的・理由・時間帯・期間等につ

いて検討し、本人・家族に対する説明・同意書を作成する。（様式１）  

＜緊急・やむを得ない場合の例外三原則とは＞  

① 切迫性：ご利用者様本人の生命・身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこ

と。  

② 非代替性：身体拘束その他の行動制限以外に代替法がないこと。（ご利用者様の状

態に応じて必要な制限のない方法を選択することが必要）  

③ 一時性：身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。 （ご利用者様の状

態に応じて必要な最も短い時間を想定することが必要）  

（２）利用者本人及び家族への説明  

① ご利用者様本人・ご家族に対し、身体拘束の内容・目的・理由・時間帯・期間・解

除に向けた取り組み方法を詳細に説明し、同意を得る。 

② 身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前にご利用

者様・ご家族に再度同意を得た上で実施する。  

（３）身体拘束等を行った場合は、拘束方法・心身の状況・やむを得なかった理由、経過な

どを記録用紙（様式２、３）に記録する。記録はサービス完結後５年間保存し、必要

時に提示できるようにする。  

（４）身体拘束等の解除 身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束

を解除し、ご利用者様・ご家族に報告する。  

 

６．当該指針の閲覧に関する基本方針当該指針は、事業所内に掲示等するとともに事業者の

ホームページに掲載し、誰もがいつでも自由に閲覧できる環境を整える。  

 

７．その他身体拘束等の適正化推進のために必要な基本方針  

（１）身体拘束等をしない支援を提供していくため、事業所全体で以下のことに取り組む。  

① 利用者主体の行動に努める。  

② 言葉や対応などで、ご利用者様の精神的な自由を妨げないように努める。  

③ ご利用者様の思いをくみ取り、ご利用者様の意向に沿ったサービスを提供し、丁寧な

対応を行う。  

④ ご利用者様の安全を確保する観点から、ご利用者様の身体的、精神的な自由を安易に

妨げるような行為は行わない。やむを得ず安全確保を優先する場合は、委員会で検討

する。  



⑤ 「やむを得ない」として拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながらご

利用者様主体の生活をしていただけるように努める。  

（２）その他身体拘束等の適正化推進のために必要な事項について、本指針に記載のないも

のは必要に応じて委員会にて検討し、決定する。 

 

附 則 

 この指針は、令和４年１２月１日より施行する。 

 

  



身体拘束・行動制限に関する説明書（様式１） 

 

         様の状態が、次の①、②、③を全て満たしておられるため、緊急

やむを得ず、下記の方法と時間帯において最小限度の身体拘束・行動制限を実施いたし

ます。 

ただし、できる限り長期化することなく、解除することを目的に実施いたします。 

① 利用者本人又は他の利用者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高いと

判断されるとき。 

② 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する看護・介護方法がないと判断

されるとき。 

③ 身体拘束その他の行動制限が一時的である。 

個別の状況による理由  

方法（場所、内容、部位）  

時間帯及び時間  

特記すべき心身の状況  

開始及び解除の予定 
年  月  日  時  分から 

年  月  日  時  分まで 

上記のとおり実施します。 

（法人名）株式会社 Accompaniment 

（事業所名）かのん介護 

管理者 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

【利用者・ご家族の記入欄】 

上記の件について説明を受け、確認いたしました。 

  年  月  日 

氏名                    

ご本人との続柄               

（参考）身体拘束・行動制限の例 

・車いすやベッドなどに縛る 

・手指の機能を制限するためにミトン型の手袋をつける 

・行動を制限するために介護衣（つなぎ服）を使用する 

・職員自身が利用者を押さえて行動制限をする。 

・行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる 

・自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。 

  



緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・検討記録（初回）（様式２） 

 

利用者 様 年齢 歳 障害者区分  

開始日   年  月  日 解除日   年  月  日 

 

検討参加者  

記録者  次回検討予定   月  日頃 

 

切迫性があるか はい   いいえ 

①ご本人の生命身体にどの様な危険が考えられるか 

 

②他者の生命身体にどのような危険が考えられるか 

 

他の方法で対処できるか はい   いいえ 

拘束以外の介護方法を試みた結果 

一時的か はい   いいえ 

どのような状態になれば拘束を解除できるか 

医師の指示はあるか はい   いいえ 

家族への連絡をしたか はい   いいえ 

家族の同意 あり   なし 

①連絡したもの 

②連絡を受けた家族 

拘束等の種類 

４点柵  つなぎ  ミトン  車椅子後ろブレーキ  車椅子＋テーブル 

その他（                         ）※具体的に 

拘束等の時間帯 

臥床時  24時間  経管注入時  車椅子座位時 

その他（                         ）※具体的に 

  



身体拘束経過記録（様式３） 

 

実施日    年  月  日（  ） 記録者  

 

実施内容 心身状況 

ミトン着用 右  左 
興奮 

 

抑制 右上 左上 右下 左下 体幹 

つなぎ  
訴え 

 

４点柵  

薬剤  
皮膚症状 

 

車椅子 後ろブレーキ  ベルト 

施錠  

その他 

 

その他 
 

緊急やむを得ない理由 

 

実施時間（開始  解除 ） 

身体拘束等内容（               ） 

 

 

 

 

身体拘束等内容（               ） 

 

 

 

 

身体拘束等内容（               ） 
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